
全面緊急事態におけるＥＭＣでの活動状況

ＥＭＣの活動状況

緊急時モニタリング結果の確認

資料４３

ＰＣＴＶ会議を用いた拠点間情報共有



資料４４実施方針

一時移転等の対象となる地区

一時移転等の実施方針（福井県小浜市）

＜一時移転に際しての基本的考え方＞（以下、実動訓練について記載）

【一時移転】
l 対象となる地域の住民は、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転を実
施（対象者数 今富小学校区４０人）。一時移転に際しては、福井県若狭合同庁舎で
安定ヨウ素剤の配布を受け、敦賀市総合運動公園にて避難退域時検査を受けること。

l 今富小学校区内の学校、保育所等は、地震発生に伴い休校措置を行っており、施設内
の滞在者は無し。

l なお、一時移転までの間、自宅損壊等により自宅での屋内退避が困難である者は、近
隣の指定避難所等にて屋内退避を実施する。

【地域生産物の摂取制限】
l 対象地域の地域生産物の摂取を控えること。

小浜市の一部（今富小学校区（府中、和久里、木崎、多田、生守、野代、尾崎、湯岡、伏原、
生守団地））における全ての住民を対象に、一時移転を実施
（計１０地区５,０６０人）



福井県小浜市住民の一時移転の概要 資料４５-１

69

UPZ

PAZ

【避難経路 】

国道27号→敦賀市総合運動公園→国道27号→
国道8号→敦賀ＩＣ→北陸自動車道→鯖江ＩＣ

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

避難先：
鯖江市

避難退域時検査：
敦賀市総合運動公園

⃝ 小浜市今富小学校区の住民は、一週間程度内に一時移転を実施。
⃝ 一時移転に当たっては、福井県若狭合同庁舎において安定ヨウ素剤の配布を受け、敦賀市総合運
動公園で避難退域時検査を受けること。

今富小学校区
安定ヨウ素剤配布場所：
福井県若狭合同庁舎



福井県小浜市住民の一時移転の概要 資料４５-２

PAZ

（凡例）

：一時集合場所

70
市町地区

対象者数 自家用車で避難でき
ない住民の人数ＵＰＺ

小
浜
市
今富地区 ３５人 ３２人

避難等対象者数

⃝ 自家用車で避難できない住民は、徒歩で集合場所に集まり、福井県又は小浜市が配車した車両で、一時移転先で
ある鯖江市へ一時移転等を行う。

：安定ヨウ素剤
緊急配布場所

安定ヨウ素剤配布場所：
福井県若狭合同庁舎

今富小学校

今富公民館



一時移転指示文(福井県小浜市)

訓 練 

指  示  
       

平成 30 年 8 月 26 日 9 時 24 分  

 

福井県知事 殿 

小浜市長 殿 

 

原子力災害対策本部長 安倍 晋三    

 

関西電力株式会社大飯発電所第３号機及び高浜発電所第４号で発生した事故に関

し、原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定に基づき下記のとおり対応する

よう指示する。 

 

記 

 

・関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＵＰＺのうち、福井県小浜市今富

小学校区の住民は、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転をする

こと。また、一時移転に際しては、避難退域時検査を受けること。 

・関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＵＰＺのうち、福井県小浜市今富

小学校区の地域生産物の出荷及び摂取を控えること。 

・福井県小浜市の一時移転の対象となる住民は、防災行政無線、ラジオ、テレビ等

による情報に注意すること。 

 

 

 

 

 

 

参考 

【福井県】 

区分 市町名 地区名 

大飯発電所及び 

高浜発電所の 

ＵＰＺ 

小浜市 今富
いまとみ

小学校区 

 

資料４６



実施方針

＜避難に際しての基本的考え方＞
【一時移転】
l 対象となる地域の住民は、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転を実
施（対象者数 朝来小学校区３０人）。一時移転に際しては、福知山市三段池公園に
て避難退域時検査を受けること。

l 朝来小学校区内の学校・保育所等は、地震発生に伴い休校措置を行っており、施設内
の滞在者は無し。

l 社会福祉施設（通所施設）は、地震発生に伴い休所措置を行っており、施設内の滞在
者は無し。

l なお、一時移転までの間、自宅損壊等により自宅での屋内退避が困難である者は、近
隣の指定避難所にて屋内退避を実施する。

【地域生産物の摂取制限】
l 対象地域の地域生産物の摂取を控えること。

一時移転の対象となる地区

舞鶴市の一部（Ｂゾーン（大浦小学校区、志楽小学校区、朝来小学校区、新舞鶴小学校区））
における全ての住民を対象に、一時移転を実施
（計１２地区１１,４７２人）

一時移転等の実施方針（京都府舞鶴市） 資料４７



舞鶴市におけるUPZ圏内から一時滞在場所までの主な経路

Ø 朝来小学校区の住民は、一週間程度内に一時移転を実施。
Ø 一時移転に当たっては、集合場所（朝来小学校）において安定ヨウ素剤の配布を受け、避難退域
時検査を福知山市三段池公園で行う。

大飯発電所
PAZ

高浜発電所
UPZ

高浜発電所
PAZ

大飯発電所
UPZ

避難先：
京都市
西京区

避難帯域時検査場所
福知山市三段池公園

集合場所：
朝来小学校

京都府舞鶴市住民の一時移転の概要 資料４８



一時移転指示文(京都府舞鶴市)

訓 練 

指  示  
       

平成 30 年 8 月 26 日 9 時 42 分  

 

京都府知事 殿 

舞鶴市長 殿 

 

原子力災害対策本部長 安倍 晋三    

 

関西電力株式会社大飯発電所第３号機及び高浜発電所第４号で発生した事故に関

し、原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定に基づき下記のとおり対応する

よう指示する。 

 

記 

 

・関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＵＰＺのうち、京都府舞鶴市Ｂゾ

ーン（大浦小学校区、志楽小学校区、朝来小学校区、新舞鶴小学校区）の住民は、

安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転をすること。また、一時移

転に際しては、避難退域時検査を受けること。 

・関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＵＰＺのうち、京都府舞鶴市Ｂゾ

ーン（大浦小学校区、志楽小学校区、朝来小学校区、新舞鶴小学校区）の地域生

産物の出荷及び摂取を控えること。 

・京都府舞鶴市の一時移転の対象となる住民は、防災行政無線、ラジオ、テレビ等

による情報に注意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 参考 

【京都府】 

区分 市町名 地区名 

大飯発電所及び 

高浜発電所の 

ＵＰＺ 

舞鶴市 
Ｂゾーン（大浦

おおうら

小学校区、志
し

楽
らく

小学校区、朝来
あせく

小学校区、新舞鶴
しんまいづる

 

小学校区） 

 

資料４９



実施方針

＜避難に際しての基本的考え方＞
【一時移転】
l 対象となる地域の住民は、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転を実
施（対象者数 ６地区１４人）。

l 一時移転に際しては、集合場所または避難退域時検査場所において安定ヨウ素剤の配
布を受け、朽木中学校にて避難退域時検査を受けること。

l 朽木西小学校区内の学校（１施設）は、地震発生に伴い休校措置を行っており、施設
内の滞在者は無し。

l 対象地区近傍に地震による通行不能箇所があるため、住民は一時移転の準備が整うま
で屋内退避を継続し、ヘリにて一時移転を実施。

l なお、一時移転までの間、自宅損壊等により自宅での屋内退避が困難である者は、近
隣の指定避難所にて屋内退避を実施する。

【地域生産物の摂取制限】
l 対象地域の地域生産物の摂取を控えること。

一時移転の対象となる地区

高島市の一部（朽木西小学校区（朽木能家、朽木小入谷、朽木生杉、朽木中牧、朽木古屋、朽
木桑原））における全ての住民を対象に、一時移転を実施
（計６地区８６人）

一時移転等の実施方針（滋賀県高島市） 資料５０



高島市（朽木西小学校区）におけるUPZ内から一時滞在場所までの経路

＜凡例＞

：避難退域時検査場所

：一時集合場所

：避難経路

⃝ 高島市朽木西小学校区の住民は、一週間程度内に一時移転を行う。
⃝ 安定ヨウ素剤の緊急配布は、一時集合場所（朽木西小学校）にて行う。
⃝ 一時移転に際しては、朽木中学校で避難退域時検査を受けること。
⃝ 対象地区近傍の避難経路に道路損壊等による通行不能箇所があるため、住民は一時移転の準備
が整うまで屋内退避を継続し、ヘリにて一時移転を実施。

つのがわ

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

朽木西小学校

※避難経路に通行不能箇所があるため、一時
移転の準備が整うまで屋内退避を継続。

：一時移転先

避難退域時
検査場所：
朽木中学校

一時移転先：
グリーンパーク
想い出の森

滋賀県高島市住民の一時移転の概要 資料５１-１



高島市（朽木西小学校区）における孤立住民の数及び一時移転実施方針

朽木西小学校

＜凡例＞

：一時移転先

Ｈ ：ヘリ発着地点

：一時集合場所

：避難経路

Ｈ

つのがわ

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

つのがわ

Ｈ

市町地区
ＵＰＺ 道路途絶により陸路避難

できない住民の人数対象者数

高島市 朽木西小学校区 １４人 １４人

自衛隊ヘリ １機
県防災ヘリ １機

朽木西小学校
グラウンド

避難退域時
検査場所：
朽木中学校

⃝ 高島市朽木西小学校区の住民は、ヘリで避難退域時検査場所（朽木中学校）へ移動し、その後、バ
スにより高島市内の一時移転先（グリーンパーク想い出の森）へ一時移転を実施。

⃝ 滋賀県防災航空隊（１機）及び陸上自衛隊（１機）においてヘリを確保済。
⃝ 天候等によりヘリによる一時移転が不可能な場合は、住民は屋内退避を継続。道路啓開を行い、バ
スで一時移転を実施。

朽木中学校

グラウンド

一時移転先：
グリーンパーク
想い出の森

：避難退域時検査場所

滋賀県高島市住民の一時移転の概要 資料５１-２



一時移転指示文(滋賀県高島市)

訓 練 

指  示  
       

平成 30 年 8 月 26 日 9 時 42 分  

 

滋賀県知事 殿 

高島市長 殿 

 

原子力災害対策本部長 安倍 晋三    

 

関西電力株式会社大飯発電所第３号機及び高浜発電所第４号で発生した事故に関

し、原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定に基づき下記のとおり対応する

よう指示する。 

 

記 

 

・関西電力株式会社大飯発電所のＵＰＺのうち、滋賀県高島市朽木西小学校区の住

民は、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転をすること。また、一

時移転に際しては、避難退域時検査を受けること。 

・関西電力株式会社大飯発電所のＵＰＺのうち、滋賀県高島市朽木西小学校区の地

域生産物の出荷及び摂取を控えること。 

・滋賀県高島市の一時移転の対象となる住民は、防災行政無線、ラジオ、テレビ等

による情報に注意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 参考 

【滋賀県】 

区分 市町名 地区名 

大飯発電所の 

ＵＰＺ 
高島市 朽木西

くつきにし

小学校区 

 

資料５２



一時移転等におけるＥＲＣでの活動状況

機能班からオフサイト総括へ報告 医療班と住民安全班の調整

放射線班と広報班の調整 医療班の活動

資料５３



資料５４-１一時移転等におけるＯＦＣでの活動状況

第２～４回原子力災害合同対策協議会（一時移転の指示）

第５～７回原子力災害合同対策協議会（一時移転の実施状況の確認）



資料５４-２一時移転等におけるＯＦＣでの活動状況

医療班の活動 会議資料の配布

放射線班、住民安全班及び総括班の調整 一時移転の状況把握



資料５５一時移転等におけるＥＭＣでの活動状況

緊急時モニタリング活動の共有 ＰＣＴＶ会議を用いた各拠点間情報共有

緊急時モニタリング結果の報告 緊急時モニタリング結果の共有
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